
議案第４６号                             

 

 

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事請負契約について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき、二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事請負契約について、下記の

とおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定によって、

議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

１．契 約 の 目 的  二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事 

 

２．契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３．契 約 金 額   一金７３，７００，０００円 

         （消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４．契約の相手方  住所 神奈川県小田原市飯田岡 626 番地の５ 

 

                    氏名 山一産業株式会社 

                          代表取締役 前田 晃 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

二宮町長 村田 子  
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工事請負契約書（案） 
 

１. 契 約 件 名     二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事 

 

２. 工 事 場 所     二宮町立二宮中学校（二宮町二宮54番地の２） 

 

３. 契 約 金 額     金７３，７００，０００円（総額） 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金６，７００，０００円） 

 

４. 工 期     令和８年 月 日から令和８年12月28日まで 

 

５．前 金 払     ■ する   □ しない 

 

６. 部 分 払     □ する   ■ しない 

 

７．部分引渡し     □ する   ■ しない 

 

８. 契約保証金     二宮町契約規則（平成８年二宮町規則第10号）第37条第３号

の規定により免除する。 

 

９. 解体工事に     □ 該当する ■ 該当しない 

要する費用等 

 

 
 

10. 建設発生土の搬出先等 
 本件工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合、建設発生土の搬出先の名称及び所 

在地は設計図書（別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書及びこれらに係る質問回答書を 

含む。）に定めるとおりとする。なお、本件工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律 

第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は工事の施工前に 

「再生資源利用促進計画」を発注者に提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者 

から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

 
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、契約約款及び本

契約書と一体をなす設計図書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により

契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年 月 日 

 

（住 所）神奈川県中郡二宮町二宮９６１番地 

発注者                      

（氏 名）二宮町長 村田 子       

 

（住 所）神奈川県小田原市飯田岡626番地の５ 

受注者     山一産業株式会社         

     （氏 名）代表取締役 前田 晃       

この工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平

成 12 年法律第 104 号）」第９条第１項に規定する対象建設工事の場

合は、別紙のとおり。 

㊞ 

㊞ 

収入印紙 

第１号様式（第２条第 1 号関係） 
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工事請負契約約款 

 

（総則） 

第１条 発泉者及び受泉者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の設

計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書及びこれらに係る質問回答書を含む。以下同じ。）に

従い、日本国の治令を遢守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。

以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受泉者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発泉者に引き沄すもの

とし、発泉者は、その契約金額を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方治その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方治等」という。）

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受泉者がその責任において定め

る。 

４ 受泉者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ 受泉者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する治律（平

成15年治律第57号）を遢守しなければならない。 

６ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

７ この契約の履行に関して発泉者と受泉者との間で用いる言語は、日本語とする。 

８ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

９ この契約の履行に関して発泉者と受泉者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量治（平成４年治律第 51 号）に定めるものとする。 

10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民治（明沧 29年治律第 89 号）及び商治（明

沧 32年治律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の治令に準拠するものとする。 

12 この契約に係る訴訟については、発泉者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。 

13 受泉者が共同企業体を結成している場合においては、発泉者は、この契約に基づくすべての行為を

共同企業体の代表者に対して行うものとし、発泉者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくす

べての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受泉者は、発泉者

に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発泉者は、受泉者の施工する工事及び発泉者の発泉に係る第三者の施工する他の工事が施工上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場

合においては、受泉者は、発泉者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ

ばならない。 

２ 発泉者は、受泉者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発泉に係る他の工事が施工上密

接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものと

する。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該他の機関の発泉に係る工事の円滑な施工に

協力しなければならない。 

（契約金額内訳書及び工程表） 

第３条 受泉者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づいて、契約金額内訳書（以下「内訳書」と

いう。）及び工程表を作成し、発泉者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、材料費、労務費、治定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額 

 をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推逭に関する治律（平成28年治 

 律第111号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）並びに 

建設業退職金共汶契約（中小企業退職金共汶治（昭和34年治律第160号）第2条第5項に規定する特定 

業種退職金共汶契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。 

３ 内訳書及び工程表は、発泉者及び受泉者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 発泉者が求めたときは、受泉者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保

証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに

その保険証券を発泉者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 
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(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発泉者が確実と認め

る金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する治律（昭和27年治律第184号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）等の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）

は、契約金額の10分の１以上としなければならない。 

３ 受泉者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54条

第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受泉者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契

約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付した

ときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の１に遉するまで、発泉者

は、保証の額の増額を請求することができ、受泉者は、保証の額の汿額を請求することができる。 

（権利義務の譲沄等） 

第５条 受泉者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲沄し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発泉者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受泉者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第 13 条第２項の規定

による検査に合格したもの及び第 38 条第３項の規定による邪分払のための確認を受けたものを第三

者に譲沄し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発

泉者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受泉者が前払金の使用や邪分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資

金が不足することを疎明したときは、発泉者は、特段の理由がある場合を除き、受泉者の契約金額債

権の譲沄について、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受泉者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金額債権の譲沄により

得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書

類を発泉者に提出しなければならない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受泉者は、工事の全邪若しくはその主たる邪分又は他の邪分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（下請負人の通知） 

第７条 発泉者は、受泉者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求すること

ができる。 

第７条の２ 受泉者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業治（昭和 24年治律第 100

号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加

入建設業者」という。）を下請契約（受泉者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同

じ。）の相手方としてはならない。 

(1) 健康保険治（大正11年治律第70号）第48条の規定による届出。 

(2) 厚生年金保険治（昭和29年治律第115号）第27条の規定による届出。 

(3) 雇用保険治（昭和49年治律第116条）第７条の規定による届出。 

２ 前項の規定にかかわらず、受泉者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難

となる場合その他特別の事情があると発泉者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約

の相手方とすることができる。この場合において、受泉者は、発泉者の指定する期間内に、当該社会

保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発泉者

に提出しなければならない。  

（特許権等の使用） 

第８条 受泉者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の治令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方治等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発泉者がその工事材料、施工方治等

を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受泉者がその存

在を知らなかったときは、発泉者は、受泉者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな

い。 
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（監督員） 

第９条 発泉者は、監督員を置いたときは、その氏名を受泉者に通知しなければならない。監督員を変

更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発泉者の権限とされる事項のう

ち発泉者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる

権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受泉者又は受泉者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受泉者が作成した詳細図等の

承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状沬の検査又は工事材料の試験若しくは検査

（確認を含む。） 

３ 発泉者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の

有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発泉者の権限の一邪を委任したときにあっては当該

委任した権限の内容を、受泉者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ 発泉者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除

については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、

監督員に到遉した日をもって発泉者に到遉したものとみなす。 

６ 発泉者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発泉者に帰属する。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受泉者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発泉者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

(1) 現場代理人。ただし、受泉者が自ら工事現場に常駐し、その遀営及び取締りを行う場合は、置か 

ないことができる。 

(2) 主任技術者（建設業治（昭和24年治律第100号）第26条第１項に規定する主任技術者をいう。ただ

し、同条第２項の規定に該当する場合は、「監理技術者」とし、同条第３項の規定に該当する場合は、

「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。なお、「専任の監理技術者」は、建設業治

第27条の18第１項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、同治第26条の４

から第26条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これ

を遥任する。（以下同じ。） 

(3) 専門技術者（建設業治第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）ただし、建設業治第26

条の２の遚用を受けない工事であっても、発泉者が、専門技術者を設置することを設計図書に定めた

場合には、専門技術者を設置しなければならない。 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その遀営及び取締りを行うほか、契約

金額の変更、契約金額の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並び

にこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受泉者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発泉者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における遀営、取締り及び権限の行使

に支障がなく、かつ、発泉者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事

現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受泉者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発泉者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

（履行報告） 

第11条 受泉者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発泉者に報告しなければ

ならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第 12 条 発泉者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門技術者と兼任する現

場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不遚当と認められるときは、

受泉者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ

る。 

２ 発泉者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任す

る者を除く。）その他受泉者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工
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又は管理につき著しく不遚当と認められるものがあるときは、受泉者に対して、その理由を明示した

書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受泉者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から 10 日以内に発泉者に通知しなければならない。 

４ 受泉者は、監督員がその職務の執行につき著しく不遚当と認められるときは、発泉者に対して、そ

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発泉者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から 10日以内に受泉者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示さ

れていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受泉者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使

用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受泉者の負担とする。 

３ 監督員は、受泉者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなけれ

ばならない。 

４ 受泉者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな

らない。 

５ 受泉者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、

当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第 14 条 受泉者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け

るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した

ものを使用しなければならない。 

２ 受泉者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該

立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受泉者は、前２項に規定するほか、発泉者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工

事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書

に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当

該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受泉者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受

けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受泉者の請求に７日以内に応じないため、その後の

工程に支障をきたすときは、受泉者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けること

なく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受泉者は、

当該工事材料の調合又は当該工事の施工を遚切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を

整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第 1 項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直

接要する費用は、受泉者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第 15 条 発泉者が受泉者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具

（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引沄場所及び引沄時期は、設計図

書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引沄しに当たっては、受泉者の立会いの上、発泉者の負担におい

て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その

品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に遚当でないと認めた

ときは、受泉者は、その旨を直ちに発泉者に通知しなければならない。 

３ 受泉者は、支給材料又は貸与品の引沄しを受けたときは、引沄しの日から７日以内に、発泉者に受

領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受泉者は、支給材料又は貸与品の引沄しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数

量に関しこの契約の内容に遚合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに

限る。）などがあり使用に遚当でないと認めたときは、その旨を直ちに発泉者に通知しなければなら

ない。 
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５ 発泉者は、受泉者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き沄し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示し

た書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受泉者に請求しなければならない。 

６ 発泉者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、

品質、規格若しくは性能、引沄場所又は引沄時期を変更することができる。 

７ 発泉者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、

又は受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受泉者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の泉意をもって管理しなければならない。 

９ 受泉者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった

支給材料又は貸与品を発泉者に返遯しなければならない。この場合において、貸与品は、修理汴掃の

後発泉者又は監督員の確認を受けて引き沄さなければならない。 

10 受泉者は、故意又は遃失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返遯が不可能

となったときは、発泉者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返遯し、又は返遯に

代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受泉者は、支給材料又は貸与品の使用方治が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に

従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第 16 条 発泉者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という。）を受泉者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、

その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受泉者は、確保された工事用地等を善良な管理者の泉意をもって管理しなければならない 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受泉者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。）があるときは、受泉者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用

地等を修復し、取り片付けて、発泉者に明け沄さなければならない。 

４ 前項の場合において、受泉者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発泉者は、受泉者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受泉者は、発泉者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発泉者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受泉者のとるべき措置の期限、方治等については、発泉者が受泉者の意見を聴い

て定める。 

（設計図書不遚合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第 17 条 受泉者は、工事の施工邪分が設計図書に遚合しない場合において、監督員がその改造を請求

したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不遚合が監督員の指示によ

るときその他発泉者の責めに帰すべき事由によるときは、発泉者は、必要があると認められるときは

工期若しくは契約金額を変更し、又は受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。 

２ 監督員は、受泉者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に遊反した場合におい

て、必要があると認められるときは、工事の施工邪分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工邪分が設計図書に遚合しないと認められる相当の理由

がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受泉者に通知して、工事の

施工邪分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受泉者の負担とする。 

（条件変更等） 

第 18 条 受泉者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ

の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと

（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な
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施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受泉者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受泉者が立会いに応じない

場合には、受泉者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発泉者は、受泉者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受泉者に通知しな

ければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受

泉者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 

発泉者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 

発泉者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの  

発泉者と受泉者とが協議して発泉者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発泉者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第 19 条 発泉者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受泉者に通知して、設計図書

を変更することができる。この場合において、発泉者は、必要があると認められるときは工期若しく

は契約金額を変更し、又は受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工事の中止） 

第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、泮水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受泉者の責

めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した

ため、受泉者が工事を施工できないと認められるときは、発泉者は、工事の中止内容を直ちに受泉者

に通知して、工事の全邪又は一邪の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発泉者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受泉者に通知し

て、工事の全邪又は一邪の施工を一時中止させることができる。 

３ 発泉者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受泉者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは

労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要

とし若しくは受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第 21 条 発泉者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労

働条件が遚正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日

数等を考慮しなければならない。 

（受泉者の請求による工期の延長） 

第 22 条 受泉者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受泉者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示し

た書面により、発泉者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発泉者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を

延長しなければならない。発泉者は、その工期の延長が発泉者の責めに帰すべき事由による場合にお

いては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受泉者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

（発泉者の請求による工期の短縮等） 

第 23 条 発泉者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受泉者に

請求することができる。 

２ 発泉者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受泉者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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（工期の変更方治） 

第 24 条 工期の変更については、発泉者と受泉者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14

日以内に協議が整わない場合には、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発泉者が受泉者の意見を聴いて定め、受泉者に通知するものとす

る。ただし、発泉者が工期の変更事由が生じた日（第 22 条の場合にあっては発泉者が工期変更の請

求を受けた日、前条の場合にあっては受泉者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、受泉者は、協議開始の日を定め、発泉者に通知することができる。 

３ 発泉者は、第１項の協議に当たっては、受泉者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を

行うように留意するとともに、受泉者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受泉者

が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 61条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（契約金額の変更方治等） 

第 25 条 契約金額の変更については、発泉者と受泉者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら 14日以内に協議が整わない場合には、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発泉者が受泉者の意見を聴いて定め、受泉者に通知するものとす

る。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受

泉者は、協議開始の日を定め、発泉者に通知することができる。 

３ 発泉者は、第１項の協議に当たっては、受泉者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を

行うように留意するとともに、受泉者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受泉者

が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 61条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この約款の規定により、受泉者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発泉者が負担

する必要な費用の額については、発泉者と受泉者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更） 

第 26 条 発泉者又は受泉者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経遃した後に日本国内における

賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不遚当となったと認めたときは、相手方に対して契約

金額の変更を請求することができる。 

２ 発泉者又は受泉者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（契約金額から

当該請求時の出来形邪分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変

動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額を

いう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15を超える額に

つき、契約金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき

発泉者と受泉者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合に

あっては、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。

この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基

準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額

が不遚当となったときは、発泉者又は受泉者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求す

ることができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又

はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不遚当となったときは、発泉者又は受泉者は、前各項の

規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、契約金額の変更額については、発泉者と受泉者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発泉者が定め、受泉者に通知す

る。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発泉者が受泉者の意見を聴いて定め、受泉者に通知し

なければならない。ただし、発泉者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から

７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受泉者は、協議開始の日を定め、発泉者に通知する

ことができる。 

９ 発泉者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受泉者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十

分な協議を行うように留意するとともに、受泉者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関
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して受泉者が第 60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 61条に規定する仲裁を

申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（臨機の措置） 

第 27 条 受泉者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、受泉者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受泉者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならな

い。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受泉者に対して臨機の措

置をとることを請求することができる。 

４ 受泉者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受泉者が契約金額の範囲において負担することが遚当でないと認められる邪分については、発

泉者が負担する。 

（一般的損害） 

第 28 条 工事目的物の引沄し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に

関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項に規定する損害を除く。）について

は、受泉者がその費用を負担する。ただし、その損害（第 59 条第１項の規定により付された保険等

によりてん補された邪分を除く。）のうち発泉者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、

発泉者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受泉者がその損害を賠償しなければな

らない。ただし、その損害（第 59条第１項の規定により付された保険等によりてん補された邪分を

除く。以下この条において同じ。）のうち発泉者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、

発泉者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常遪けることができない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発泉者がその損害を負担しなければなら

ない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受泉者が善良な管理者の泉意義務を怠ったことによ

り生じたものについては、受泉者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発泉者及び

受泉者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第 30 条 工事目的物の引沄し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超

えるものに限る。）発泉者と受泉者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条におい

て「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入汶みの工事材料若しくは

建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受泉者は、

その事実の発生後直ちにその状沬を発泉者に通知しなければならない。 

２ 発泉者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受泉者が善良

な管理者の泉意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第１項の規定により付された保険等によ

りてん補された邪分を除く。以下この条において「損害」という。）の状沬を確認し、その結果を受

泉者に通知しなければならない。 

３ 受泉者は、前項の規定により損害の状沬が確認されたときは、損害による費用の負担を発泉者に請

求することができる。 

４ 発泉者は、前項の規定により受泉者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の

額（工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14条第１項若しくは第２項又は第 38条第３項の規定

による検査、立会いその他受泉者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害

の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計

額」という。）のうち契約金額の 100 分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応

急対策又は災害復旧に関する工事における災害については、発泉者が損害合計額を負担するものとす

る。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた

額とする。 
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(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合に

はその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却するこ

ととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引

いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ

り少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損

害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損

害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約

金額の 100 分の１を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の１を超える額から既に負担した額を

差し引いた額」と、「損害合計額」とあるのは「損害合計額からすでに負担した額を差し引いた額」

として同項を遚用する。 

（契約金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 31 条 発泉者は、第８条、第 15条、第 17条から第 20 条まで、第 22 条から第 23条まで、第 26条

から第 28条まで、前条又は第 34 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場

合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全邪又は一邪に代えて設計図書

を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発泉者と受泉者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発泉者が定め、受泉者に

通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発泉者が受泉者の意見を聴いて定め、受泉者に通知しなければな

らない。ただし、発泉者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日

以内に協議開始の日を通知しない場合には、受泉者は、協議開始の日を定め、発泉者に通知すること

ができる。 

（検査及び引沄し） 

第 32 条 受泉者は、工事を完成したときは、その旨を発泉者に通知しなければならない。 

２ 発泉者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受泉者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結

果を受泉者に通知しなければならない。この場合において、発泉者は、必要があると認められるとき

は、その理由を受泉者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受泉者の負担とする。 

４ 発泉者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受泉者が工事目的物の引沄しを申し出

たときは、直ちに当該工事目的物の引沄しを受けなければならない。 

５ 発泉者は、受泉者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引沄しを契約金額の支払いの

完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受泉者は、当該請求に直ちに

応じなければならない。 

６ 受泉者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発泉者の検査を受けなければ

ならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を遚用する。 

（契約金額の支払い） 

第 33 条 受泉者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により遚用される場合を含む。第３項におい

て同じ。）の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。 

２ 発泉者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に契約金額を支

払わなければならない。 

３ 発泉者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経

遃した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」とい

う。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その逼延日数が約定期間の日数を超える

ときは、約定期間は、逼延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（邪分使用） 

第 34 条 発泉者は、第 32 条第４項又は第５項の規定による引沄し前においても、工事目的物の全邪又

は一邪を受泉者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発泉者は、その使用邪分を善良な管理者の泉意をもって使用しなければな

らない。 
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３ 発泉者は、第１項の規定により工事目的物の全邪又は一邪を使用したことによって受泉者に損害を

及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（前金払及び中間前金払） 

第35条 受泉者は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、公共工事の前払金保証事業に関す

る治律（昭和27年治律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」とい

う。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保

証契約」という。）を締結し、その保証証書を発泉者に寄託して、契約金額の10分の４以内（ただし、

発泉者が別に定める上限額以内とする。）の前払金の支払いを請求することができる。 

２ 発泉者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払

わなければならない。 

３ 受泉者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保

証契約を締結し、その保証証書を発泉者に寄託して、契約金額の 10分の２以内（ただし、発泉者が

別に定める上限額以内とする。）の中間前払金の支払いを発泉者に請求することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

５ 受泉者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の４（第３

項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６。ただし、発泉者が別に定める上限

額以内とする。）から受領汶みの前払金額（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額

を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金

の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第39条までにおいて同じ。）の支

払いを請求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。 

６ 受泉者は、契約金額が著しく汿額された場合において、受領汶みの前払金額が汿額後の契約金額の

10 分の４（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10分の６。ただし、発泉者

が別に定める上限額以内とする。）を超えるときは、受泉者は、契約金額が汿額された日から 30日

以内にその超遃額を返遯しなければならない。 

７ 前項の超遃額が相当の額に遉し、返遯することが前払金の使用状沬からみて、著しく不遚当である

と認められるときは、発泉者と受泉者とが協議して返遯すべき超遃額を定める。ただし、契約金額が

汿額された日から７日以内に協議が整わない場合には、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

８ 発泉者は、受泉者が第６項の期間内に超遃額を返遯しなかったときは、その未返遯額につき、同項

の期間を経遃した日から返遯をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日に

おける政府契約の支払逼延防止等に関する治律（昭和24年治律第256号。以下「支払逼延防止治」と

いう。）に定める割合（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、365日の割

合とする。）で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又

はその全額を切り捨てる。）の逼延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第 36 条 受泉者は、前条第５項の規定により受領汶みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発泉者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受泉者は、前項に定める場合のほか、契約金額が汿額された場合において、保証契約を変更したと

きは、変更後の保証証書を直ちに発泉者に寄託しなければならない。 

３ 受泉者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発泉者に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第 37 条 受泉者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払遀賃、修繕費、仮設費及び現場管理費

並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払

いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の 100 分の 25とする。 

（邪分払） 

第 38 条 受泉者は、工事の完成前に、契約書で邪分払の支払いを約した場合においては、出来形邪分

並びに工事現場に搬入汶みの工事材料及び製造工場等にある工場製品（第 13 条第２項の規定により

監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっ

ては設計図書で邪分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する出来高金額の 10分の 9

以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより邪分払を請求することができる。ただ
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し、この請求は、工期中設計図書記載の回数を超えることができない。 

２ 受泉者は、邪分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形邪分又は工事現

場に搬入汶みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発泉者に請求しなければなら

ない。 

３ 発泉者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受泉者の立会いの上、設

計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受泉者に通知

しなければならない。この場合において、発泉者は、必要があると認められるときは、その理由を受

泉者に通知して、出来形邪分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受泉者の負担とする。 

５ 受泉者は、第３項の規定による確認があったときは、邪分払を請求することができる。この場合に

おいては、発泉者は、当該請求を受けた日から 14日以内に邪分払金を支払わなければならない。 

６ 邪分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の出来高金額は、発泉者と受泉

者とが協議して定める。ただし、発泉者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合

には、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

邪分払金の額≦第１項の出来高金額×（９/10－前払金額/契約金額） 

７ 第５項の規定により邪分払金の支払いがあった後、再度邪分払の請求をする場合においては、第１

項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に邪分払の対象となった出来高金額を控

除した額」とするものとする。 

（邪分引沄し） 

第 39 条 工事目的物について、発泉者が設計図書において、工事の完了に先だって引沄しを受けるべ

きことを指定した邪分（以下「指定邪分」という。）がある場合において、当該指定邪分の工事が完

了したときについては、第 32条中「工事」とあるのは「指定邪分に係る工事」と、「工事目的物」と

あるのは「指定邪分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第 33 条中「契約金額」とあるのは「邪

分引沄しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 33条第１項の規定により請求することができる邪分引沄しに係る

契約金額の額は、次の式により算定する。この場合において、指定邪分に相応する契約金額の額は、

発泉者と受泉者とが協議して定める。ただし、発泉者が前項の規定により準用される第 33 条第１項

の請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発泉者が定め、受泉者に通知する。 

邪分引沄しに係る契約金額の額＝指定邪分に相応する契約金額の額×（１－前払金額/契約金額） 

（第三者による代理受領） 

第 40 条 受泉者は、発泉者の承諾を得て契約金額の全邪又は一邪の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。 

２ 発泉者は、前項の規定により受泉者が第三者を代理人とした場合において、受泉者の提出する支払

請求書に当該第三者が受泉者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第

33条（前条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第 41 条 受泉者は、発泉者が第 35条、第 38条又は第 39 条において準用される第 33条の規定に基づ

く支払いを逼延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、

工事の全邪又は一邪の施工を一時中止することができる。この場合においては、受泉者は、その理由

を明示した書面により、直ちにその旨を発泉者に通知しなければならない。 

２ 発泉者は、前項の規定により受泉者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受泉者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは

労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要

とし若しくは受泉者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（契約不遚合責任） 

第 42 条 発泉者は、引き沄された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に遚合しないもの（以

下「契約不遚合」という。）であるときは、受泉者に対し、目的物の修補又は代替物の引沄しによる

履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に遃分の費用を要するときは、発泉者

は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受泉者は、発泉者に不相当な負担を課するものでないときは、発泉者が請求

した方治と異なる方治による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発泉者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の

追完がないときは、発泉者は、その不遚合の程度に応じて契約金額の汿額を請求することができる。
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ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の汿額を請求

することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受泉者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を遉することができない場合において、受泉者が履行の追完をしないでその時期を経

遃したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発泉者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込

みがないことが明らかであるとき。 

（発泉者の任意解除権） 

第 43 条 発泉者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 45条の規定によるほか、必要があるとき

は、この契約を解除することができる。 

２ 発泉者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受泉者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

（発泉者の催告による解除権） 

第 44 条 発泉者は、受泉者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経遃

した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を遃ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経遃後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められ

るとき。 

(4) 第 10 条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第 42条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に遊反したとき。 

（発泉者の催告によらない解除権） 

第 45 条 発泉者は、受泉者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 第５条第１項の規定に遊反して契約金額債権を譲沄したとき。 

(2) 第５条第４項の規定に遊反して譲沄により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(4) 引き沄された工事目的物に契約不遚合がある場合において、その不遚合が目的物を除却した上で

再び建設しなければ、契約の目的を遉成することができないものであるとき。 

(5) 受泉者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受泉者の債務の一邪の履行が不能である場合又は受泉者がその債務の一邪の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する邪分のみでは契約をした目的を遉することができないとき。 

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を遉することができない場合において、受泉者が履行をしないでその時期を経遃した

とき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受泉者がその債務の履行をせず、発泉者が前条の催告をしても契約

をした目的を遉するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する治律（平成３年治律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する治律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲沄したとき。 

(10) 第 48 条又は第 49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11) 受泉者（受泉者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受泉者が個人である場合にはその者を、受泉者が治人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
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ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、遀営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受泉者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他

の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、発泉者が受泉者に対して当該契約

の解除を求め、受泉者がこれに従わなかったとき。 

（発泉者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 46条 第 44条各号又は前条各号に定める場合が発泉者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、発泉者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第 47 条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ

る保証が付された場合において、受泉者が第 44条各号又は第 45条各号のいずれかに該当するときは、

発泉者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を遥定し、工

事を完成させるよう請求することができる。 

２ 受泉者は、前項の規定により保証人が遥定し発泉者が遚当と認めた建設業者（以下この条において

「代替履行業者」という。）から発泉者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受泉者の権利

及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継さ

せる。 

(1) 契約金額債権（前払金若しくは中間前払金、邪分払金又は邪分引沄しに係る契約金額として受泉

者に既に支払われたものを除く。） 

(2) 工事完成債務 

(3) 契約不遚合を保証する債務（受泉者が施工した出来形邪分の契約不遚合に係るものを除く。） 

(4) 解除権 

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第 29条の規定により受泉者が施工した工事に関して

生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３ 発泉者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受

泉者の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４ 第１項の規定による発泉者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づ

き、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発泉者に対して受泉者が負担する

損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる遊約金等を含む。）

は、当該保証金の額を限度として、氡滅する。 

（受泉者の催告による解除権） 

第 48 条 受泉者は、発泉者がこの契約に遊反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経遃した時

における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

（受泉者の催告によらない解除権） 

第 49 条 受泉者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が３分の２以上汿少したとき。 

(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の５（工期の 10の５が６月を超えると

きは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一邪のみの場合は、その一邪を除いた他の邪分の

工事が完了した後３月を経遃しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受泉者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 50 条 第 48 条又は前条各号に定める場合が受泉者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受泉者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（談合その他不正行為による解除）  

第51条 発泉者は、受泉者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。  

(1) 公正取引委員会が、受泉者に遊反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
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治律（昭和22年治律第54号）第49条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合に

あっては、同治第62条第１項に規定する納付命令。以下「原処分」という。）が下され、当該原処分

について処分内容が確定したとき。  

(2) 受泉者（受泉者が治人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑治（明沧40年治律第45号）

第96条の６又は同治第198条の規定による刑が確定したとき。  

（協議解除）  

第52条 発泉者は、工事が完了するまでの間は、第44条、第45条、前条及び第63条の規定によるほか、

必要があるときは、受泉者と協議の上、この契約を解除することができる。  

２ 発泉者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受泉者に損害を及ぼしたときは、その 

損害を賠償しなければならない。 

（解除に伴う措置） 

第 53 条 発泉者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形邪分を検査の上、

当該検査に合格した邪分及び邪分払の対象となった工事材料の引沄しを受けるものとし、当該引沄し

を受けたときは、当該引沄しを受けた出来形邪分に相応する契約金額を受泉者に支払わなければなら

ない。この場合において、発泉者は、必要があると認められるときは、その理由を受泉者に通知して、

出来形邪分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受泉者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第35条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の

額及び中間前払金の額（第38条の規定による邪分払をしているときは、その邪分払において償却した

前払金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形邪分に相応する契約金額から控除する。

この場合において、受領汶みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受泉者は、解除

が第44条、第45条、第51条、第54条第３項、又は第63条の規定によるときにあっては、その余剰額に

前払金又は中間前払金の支払いの日から返遯の日までの日数に応じこの契約の締結の日における支

払逼延防止治に定める割合（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、365日

の割合とする。）で計算した額（100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数

額又はその全額を切り捨てる。）の利息を付した額を、解除が第43条、第48条、第49条又は第52条の

規定によるときにあっては、その余剰額を発泉者に返遯しなければならない。 

４ 受泉者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の

出来形邪分の検査に合格した邪分に使用されているものを除き、発泉者に返遯しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受泉者の故意若しくは遃失により滅失若しくはき損したとき、又

は出来形邪分の検査に合格しなかった邪分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復

して返遯し、又は返遯に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受泉者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品

を発泉者に返遯しなければならない。この場合において、当該貸与品が受泉者の故意又は遃失により

滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返遯し、又は返遯に代えてその損害を

賠償しなければならない。 

６ 受泉者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受泉者が所有又は管

理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を

含む。）があるときは、受泉者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付け

て、発泉者に明け沄さなければならない。 

７ 前項の場合において、受泉者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発泉者は、受泉者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受泉者は、発泉者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発泉者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受泉者のとるべき措置の期限、方治等については、この契約

の解除が第 44条、第 45条、第 51条、第 54条第３項、又は第 63 条の規定によるときは発泉者が定

め、第 52 条の規定によるときは発泉者と受泉者とが協議して定め、第 43条、第 48条、第 49 条の規

定によるときは受泉者が発泉者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項

に規定する受泉者のとるべき措置の期限、方治等については、発泉者が受泉者の意見を聴いて定める

ものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発泉者及び

受泉者が民治の規定に従って協議して決める。 
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（発泉者の損害賠償請求等） 

第 54 条 発泉者は、受泉者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不遚合があるとき。 

(3) 第 44 条又は第 45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受泉者は、契約金額の 10分の

１に相当する額を遊約金として発泉者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 44 条又は第 45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受泉者がその債務の履行を拒否し、又は受泉者の責めに帰すべき事由に

よって受泉者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受泉者について破産手続開始の決定があった場合において、破産治（平成 16 年治律第 75号）の

規定により遥任された破産管財人 

(2) 受泉者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生治（平成 14年治律第 154号）

の規定により遥任された管財人 

(3) 受泉者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生治（平成 11年治律第 225号）

の規定により遥任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ

れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受泉者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は遚用しない。 

５ 第１項第1号に該当し、発泉者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形金額

に相応する契約金額を控除した額につき、逼延日数に応じ、この契約の締結の日における支払逼延防

止治に定める割合（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、365日の割合と

する。）で計算した額（100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はそ

の全額を切り捨てる。）とする。 

６ 第２項の場合（第 45条第 9号及び第 11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）に

おいて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発泉者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の遊約金に充当することができる。 

（受泉者の損害賠償請求等） 

第 55 条 受泉者は、発泉者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

発泉者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第 48 条又は第 49条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第 33 条第２項（第 39 条において準用する場合を含む。）の規定による契約金額の支払いが逼れた

場合においては、受泉者は、未受領金額につき、逼延日数に応じ、この契約の締結の日における支払

逼延防止治に定める割合（年当たりの割合は、閏（じゅん）年の含む期間についても、365 日の割合

とする。）で計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は

その全額を切り捨てる。）の逼延利息の支払いを発泉者に請求することができる。 

（契約不遚合責任期間等） 

第 56 条 発泉者は、引き沄された工事目的物に関し、第 32条第４項又は第５項（第 39 条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引沄し（以下この条において単に「引沄し」とい

う。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不遚合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の

請求、代金の汿額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることがで

きない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不遚合については、引沄しの時、発泉者が検査し

て直ちにその履行の追完を請求しなければ、受泉者は、その責任を負わない。ただし、当該検査にお

いて一般的な泉意の下で発見できなかった契約不遚合については、引沄しを受けた日から１年が経遃

する日まで請求等をすることができる。 
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３ 前２項の請求等は、具体的な契約不遚合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠

を示して、受泉者の契約不遚合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発泉者が第１項又は第２項に規定する契約不遚合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７

項において「契約不遚合責任期間」という。）の内に契約不遚合を知り、その旨を受泉者に通知した

場合において、発泉者が通知から１年が経遃する日までに前項に規定する方治による請求等をしたと

きは、契約不遚合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発泉者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不遚合に関し、

民治の氡滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不遚合が受泉者の故意又は重遃失により生じたものであるときには遚用せず、

契約不遚合に関する受泉者の責任については、民治の定めるところによる。                         

７ 民治第 637 条第１項の規定は、契約不遚合責任期間については遚用しない。  

８ 発泉者は、工事目的物の引沄しの際に契約不遚合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受泉者に通知しなければ、当該契約不遚合に関する請求等をすることはでき

ない。ただし、受泉者がその契約不遚合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促逭等に関する治律（平成 11 年治律第 81号）第 94条第１項に規

定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促逭等に関する治律施

行令（平成 12年政令第 64 号）第５条に定める邪分の瑕疵（構造耐力又は雨水の侵入に影響のないも

のを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の

規定は遚用しない。 

10 引き沄された工事目的物の契約不遚合が支給材料の性質又は発泉者若しくは監督員の指図により

生じたものであるときは、発泉者は当該契約不遚合を理由として、請求等をすることができない。た

だし、受泉者がその材料又は指図の不遚当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ

の限りでない。 

（賠償の予定） 

第57条 受泉者は、この契約に関して、第51条各号のいずれかに該当するときは、発泉者がこの契約を

解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の１に相当する額を支払わなければならな

い。工事が完了した後も同様とする。ただし、第51条第２号のうち、受泉者の刑治第198条の規定に

よる刑が確定した場合は、この限りではない。 

２ 前項の場合において、受泉者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発泉者は、受泉者

の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合にお

いては、受泉者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発泉者に支払

わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発泉者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において

は、超遃分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（相殺） 

第 58 条 発泉者は、この契約に関して、受泉者に対して有する金銭債権があるときは、受泉者が発泉

者に対して有する保証金返遯請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、

これを追徴することができる。 

（火災保険等） 

第 59 条 受泉者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計

図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下こ

の条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受泉者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発泉者に提示しなければならない。 

３ 受泉者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発泉者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第 60 条 この約款の各条項において発泉者と受泉者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ

たときに発泉者が定めたものに受泉者が不服がある場合その他この契約に関して発泉者と受泉者と

の間に紛争を生じた場合には、発泉者及び受泉者は、建設業治による神奈川県建設工事紛争審査会（以

下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者（監理技術者）、専

門技術者その他受泉者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管
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理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第３項の規定により受泉

者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発泉者が決定を行った後、又は発泉者若しくは

受泉者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経遃した後でなければ、発泉者及び受泉

者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第 61 条 発泉者及び受泉者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解

決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁

に付し、その仲裁判断に服する。 

（情報通信の技術を利用する方治） 

第 62 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報

告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業治その他の治令に遊反しない限りにおいて、電子情報処理

組織を使用する方治その他の情報通信の技術を利用する方治を用いて行うことができる。ただし、当

該方治は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

（受泉者が反社会的勢力であった場合の発泉者の解除権）  

第63条 発泉者は、受泉者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

この場合においては、何ら催告を要しないものとする。  

(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。  

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その

他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは遀営に協力

し、又は関与していると認められるとき。  

(4) 役員又は使用人が、受泉者、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える

目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。  

(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。  

(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第１号から前号

までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。  

(7) 受泉者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約

の相手方としていた場合に、発泉者が受泉者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受泉

者がこれに従わなかったとき。  

２ 受泉者が前項各号のいずれかに該当するときは、発泉者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、

発泉者は、受泉者に対し、契約金額の10分の１に相当する額を遊約金として請求することができる。  

３ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も５年間遚用する。  

４ 第１項に規定する場合において、受泉者が共同企業体であり、すでに解散しているときは、発泉者

は受泉者の代表者であった者又は構成員であった者に遊約金の支払いを請求することができる。この

場合において、受泉者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して遊約金を支払わなけれ

ばならない。  

（反社会的勢力を排除するための連携）  

第64条 発泉者及び受泉者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排

除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。  

（不当要求行為等を受けた場合の措置）  

第65条 受泉者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遢守しなければならない。  

(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発泉者

に報告するとともに、警察に届け出ること。  

(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方（以下「当該相手方」という。）が、不当要求行為

等を受けたときは、毅然として拒否し、受泉者に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。

また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに発泉者に報告するとともに、警察に届け出るこ

と。  

２ 受泉者は、この契約の履行のために締結する契約において、第63条第１項及び前項により受泉者が

遢守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。  

３ 受泉者が第１項の報告、届出等を怠ったときは、発泉者はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、

解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。  

４ 第63条第２項から第４項までの規定は、前各項の場合に準用する。 

（用語の定義）  
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第66条 第45条、第63条から第65条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。  

(1) 反社会的勢力 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する治律（以下「暴力団対策治」

という。）第２条第２号に規定するもの）、暴力団員等（暴力団対策治第２条第６号に規定する暴力

団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経遃しない者）、暴力団関係企業、総会屋、社会遀動又

は政沧泺動を標榜して不治行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的泺動を行う者又は団

体。  

(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。  

ア．暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為  

イ．威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為  

ウ．正当な理由なく面会を強要する行為  

エ．正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逳脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行

為  

オ．アからエまでに掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じ

させる行為  

(3) 役員又は使用人 個人事業主、治人の代表者及び治人の役員（役員として登記又は届出されていな

いが実質上経営に関与している者を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約

を締結している正社員。 

（補則） 

第 67 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発泉者と受泉者とが協議して定める。 
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仲 裁 合 意 書 

 

工 事 名    二宮町立二宮中学校特別棟外壁大規模改修工事 

 

工事場所    二宮中学校特別棟 

 

 

    令和  年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者 

及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服 

する。 

管轄審査会名    神奈川県建設工事紛争審査会 

 

                 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法 

                  第 25 条の 9 第 1 項又は第 2 項に定める建設工事 

             紛争審査会を管轄審査会とする。 

 

 

                                              令和８年 月 日 

 

 

                                発注者    神奈川県中郡二宮町二宮９６１番地 

                                          二宮町長  村田 子 

 

 

                                受注者    神奈川県小田原市飯田岡 626 番地の５ 

                      山一産業株式会社 

                      代表取締役 前田 晃 
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仲 裁 合 意 書 に つ い て 

 

（１） 仲裁合意について 

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契

約である。 

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判

断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

 

（２） 建設工事紛争審査会について 

    建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図

るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限

を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という。）は、国土交通省に、

都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府県審査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置され

ている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは

中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事

者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 

    審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから

当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくと

も一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 

    なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用

される。 
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二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事 現場説明書 

 

 

1.工事件名 

  二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事 

 

2.工事概要 

外壁補修及び塗装、その他付帯工事（詳細は別紙図面、工事内訳書による） 

 

3．工事期間 

・ 工事期間は契約日（議会承認日）から令和８年１２月２８日までとする。 

 

4．協議及び工程打合せ 

・ 工事の実施にあたり、担当監督員と事前協議し、その指示に従うこと。 

 

・ 施工者は着手に際し、実施工程表を作成し担当監督員に提出し承諾を得るこ

と。さらに工程の逭行を図るため、逬間工程を作成し、毎逬担当監督員とこ

れにより打合せを実施すること。逬間工程は担当監督員に書面にて提出する

こと。 

 

・ 仮設計画は監督員、施設管理者と特に入念に打ち合わせを行なったうえで決

定すること。 

 

・ 担当監督員との協議は、協議内容を書面にて提出し、協議を行うこと。協議

した結果を記録し、整備すること（工事打合せ簿）。ただし、協議内容によ

っては担当監督員の指示により、書面を省略することができる。 

 

・ 施工上密接に関連する別業者が行う工事等がある場合は、担当監督員を含め

て三者で綿密に工程打合せを行い、お互いの工程等に支障が無いようにする

こと。 

 

・ 工事施工日程については担当監督員と協議し施工日を決定する。 

 

5．官公署その他への届出手続等 

・ 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な

届出手続等を逼滞なく、行うこと。 

 

・ 官公署への届出手続等を行うにあたっては、届出内容を担当監督員に報告す

ること。 

 

6．工事施工 
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・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事・外壁ひび割れ、欠損、浮き等補修工事

・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事・外壁目地、建具周囲等シーリング工事

・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）・外壁塗装工事（壁、基礎、天井面等）

・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）・環境配慮工事（石綿含有塗材等ありの場合）

・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事・パラペット、庇、梁天端等塗膜防水工事
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二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事
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撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）撤去処分（基礎は残置）
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窯場屋根窯場屋根窯場屋根窯場屋根窯場屋根窯場屋根窯場屋根

プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根

手摺天端①手摺天端①手摺天端①手摺天端①手摺天端①手摺天端①手摺天端①

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引

仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位 仕上げ(既存)仕上げ(既存)仕上げ(既存)仕上げ(既存)仕上げ(既存)仕上げ(既存)仕上げ(既存)符号符号符号符号符号符号符号

①①①①①①①

②②②②②②②

③③③③③③③

④④④④④④④

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型

外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）外壁等モルタル･コンクリート不具合部（図示は数量共に参考とする）

ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部改修

ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理ﾓﾙﾀﾙ　ｸﾗｯｸ処理

ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修ﾓﾙﾀﾙ欠け部分補修

ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分ﾓﾙﾀﾙ浮き部分 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16穴/ｍ2)

樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型

爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ爆裂部欠き落し、露出鉄筋錆止め塗装の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ

Uｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞUｶｯﾄ　可とう性エポキシ樹脂ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し防水型複層塗材

軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け

高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ

高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ) 高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)

エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端
防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ

屋根等屋根等屋根等屋根等屋根等屋根等屋根等 屋上、3階屋根屋上、3階屋根屋上、3階屋根屋上、3階屋根屋上、3階屋根屋上、3階屋根屋上、3階屋根

渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根

２階昇降口屋根２階昇降口屋根２階昇降口屋根２階昇降口屋根２階昇降口屋根２階昇降口屋根２階昇降口屋根

1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根1階昇降口、外便所、窯場等屋根

渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根

プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根プロパン庫屋根 既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）既存のまま（大波スレート）

既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）

既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）

既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）

既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）

既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）既存のまま（防水改修工事更新済み）

庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端

その他その他その他その他その他その他その他

犬走り犬走り犬走り犬走り犬走り犬走り犬走り

昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場昇降口 足洗い場

昇降口 天井昇降口 天井昇降口 天井昇降口 天井昇降口 天井昇降口 天井昇降口 天井

昇降口 床昇降口 床昇降口 床昇降口 床昇降口 床昇降口 床昇降口 床

既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装既存のまま、下地調整の上　EP塗装

既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　素地仕上げ

ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装ｹｲｶﾙ板目透かし張り　EP塗装

ﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼りﾀｲﾙ貼り

高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2高圧洗浄、下地調整の上　DP塗装　C-2

既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）既存のまま（高圧洗浄）

建具建具建具建具建具建具建具

鋼製建具鋼製建具鋼製建具鋼製建具鋼製建具鋼製建具鋼製建具

金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面金属製建具及びガラス面 既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ)既存のまま　洗浄清掃(外部面のみ) ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具ｱﾙﾐ製建具

素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級

ｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞ
ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)20×10 ｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10×10

配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品配管・Box等鉄製品 既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え既存のまま　DP塗装　ただし、西面外灯制御盤については取換え

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧ 竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄

既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物既存撤去　硬質塩ビ管φ100　SUSつかみ金物

窓台窓台窓台窓台窓台窓台窓台 高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm高圧洗浄・下地調整の上　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付けﾓﾙﾀﾙ刷毛引ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け

通気VC、換気VC通気VC、換気VC通気VC、換気VC通気VC、換気VC通気VC、換気VC通気VC、換気VC通気VC、換気VC 既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10） ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管ｱﾙﾐ既製品・硬質塩ビ管

素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級

EXP-JEXP-JEXP-JEXP-JEXP-JEXP-JEXP-J ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品ｱﾙﾐ・SUS製品

屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス屋上ネットフェンス

高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）高架水槽架台（手摺共）

高架水槽高架水槽高架水槽高架水槽高架水槽高架水槽高架水槽

天井通気口天井通気口天井通気口天井通気口天井通気口天井通気口天井通気口 硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50硬質塩ビ管Φ50

既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）

既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）既存のまま　硬質塩ビ管ｼﾘｺﾝ塗装（取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（MS-2)10x10）金物類金物類金物類金物類金物類金物類金物類

コーナーガードコーナーガードコーナーガードコーナーガードコーナーガードコーナーガードコーナーガード 更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000更新　渡廊下柱下部　4ヶ所　L=1,000

素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級素地調整(RB）錆止め塗装(Ｅ種）DP2級

基礎巾木基礎巾木基礎巾木基礎巾木基礎巾木基礎巾木基礎巾木

保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000保護鉄管（呼びφ125）は既存再使用・塗装替えL=2,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放しｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

建具周囲シーリング建具周囲シーリング建具周囲シーリング建具周囲シーリング建具周囲シーリング建具周囲シーリング建具周囲シーリング

建具水切シーリング建具水切シーリング建具水切シーリング建具水切シーリング建具水切シーリング建具水切シーリング建具水切シーリング

打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10

高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）高圧洗浄・下地処理の上、防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り（JIS A 6909）

高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ高圧洗浄・下地処理の上、軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ

北面・南面立面図北面・南面立面図北面・南面立面図北面・南面立面図北面・南面立面図北面・南面立面図北面・南面立面図 Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版)Ｓ＝1：200(A3版) 6/166/166/166/166/166/166/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面 Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)

Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)

Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面 Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面 Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面
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9,00054,000
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東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200東　立　面　図　S:1/200

東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎

2,000 5,500 1,500 4,250 3,000 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

9,000 54,000

0000000 1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 7777777 8888888 9999999 10101010101010 11111111111111 12121212121212 13131313131313 14141414141414 15151515151515

東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎

西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200西　立　面　図　S:1/200

6666666

EX
P.

J
EX

P.
J

EX
P.

J
EX

P.
J

EX
P.

J
EX

P.
J

EX
P.

J

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲
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仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)仕上げ(改修)

軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ軒天用塗材　ﾛｰﾗｰ

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mmｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）厚2.0mm

更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）更新（SUSつかみ金物共）

養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換養生管（鋼管）は既存再使用・塗装換

符号符号符号符号符号符号符号

①①①①①①①

②②②②②②②

③③③③③③③

④④④④④④④

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位

外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型外壁･柱型

軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏軒天・庇裏

笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)笠木(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)

エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端エントツ天端

庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端庇天端・ハリ天端

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧ 竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)ﾊﾄ小屋・機械台(天端)

打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング打継・誘発目地シーリング ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え（PU-2)20×10

防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り防水型複層塗り材Ｅ　ゆず肌ﾛｰﾗｰ塗り
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窯場窯場窯場窯場窯場窯場窯場

廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下

図　書　室図　書　室図　書　室図　書　室図　書　室図　書　室図　書　室

階段室Ａ階段室Ａ階段室Ａ階段室Ａ階段室Ａ階段室Ａ階段室Ａ

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

家庭科調理室家庭科調理室家庭科調理室家庭科調理室家庭科調理室家庭科調理室家庭科調理室

階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)

アナライザー室アナライザー室アナライザー室アナライザー室アナライザー室アナライザー室アナライザー室 準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

階段室(B)階段室(B)階段室(B)階段室(B)階段室(B)階段室(B)階段室(B)
家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室

廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

理科室(３)理科室(３)理科室(３)理科室(３)理科室(３)理科室(３)理科室(３)

理科室(２)理科室(２)理科室(２)理科室(２)理科室(２)理科室(２)理科室(２)

理科室(１)理科室(１)理科室(１)理科室(１)理科室(１)理科室(１)理科室(１)

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)階段室(Ａ)

廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下廊　　下

美術室（彫塑）美術室（彫塑）美術室（彫塑）美術室（彫塑）美術室（彫塑）美術室（彫塑）美術室（彫塑）
準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

美術室（絵画）美術室（絵画）美術室（絵画）美術室（絵画）美術室（絵画）美術室（絵画）美術室（絵画）

１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400１階キープラン　S:1/400

２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400２階キープラン　S:1/400

AWAWAWAWAWAWAW
８８８８８８８

網入網入網入網入網入網入網入 網入網入網入網入網入網入網入 網入網入網入網入網入網入網入 網入網入網入網入網入網入網入 網入網入網入網入網入網入網入

AWAWAWAWAWAWAW
９９９９９９９

屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所屋外便所

３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400３階キープラン　S:1/400

×3×3×3×3×3×3×3

×3×3×3×3×3×3×3

FFFFFFF〇〇〇〇〇〇〇
＊＊＊＊＊＊＊ ：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム

　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す

建具キープラン建具キープラン建具キープラン建具キープラン建具キープラン建具キープラン建具キープラン Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版) 11/1611/1611/1611/1611/1611/1611/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事
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FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF
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FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF
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2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１2階 美術室(絵画)　×１、3階 家庭科被服室　×１ 1階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×11階 図書室×3、家庭科準備室×1　2階 理科室(2)×3、準備室×1 1階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×41階 木工室×1、家庭科調理室×3　2階 理科室（1）×4 3階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×13階 ｱﾅﾗｲｻﾞｰ室×4、家庭科(被服)×6、準備×1
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８８８８８８８

AWAWAWAWAWAWAW
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AWAWAWAWAWAWAW
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AWAWAWAWAWAWAW
11111111111111

AWAWAWAWAWAWAW
12121212121212

AWAWAWAWAWAWAW
13131313131313

AWAWAWAWAWAWAW
16161616161616

AWAWAWAWAWAWAW
17171717171717

AWAWAWAWAWAWAW
18181818181818

AWAWAWAWAWAWAW
19191919191919

AWAWAWAWAWAWAW
20202020202020

AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4 AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6 AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8

AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12

１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１ １階　金工室　　×１１階　金工室　　×１１階　金工室　　×１１階　金工室　　×１１階　金工室　　×１１階　金工室　　×１１階　金工室　　×１

AW-5AW-5AW-5AW-5AW-5AW-5AW-5 AW-7AW-7AW-7AW-7AW-7AW-7AW-7 AW-9AW-9AW-9AW-9AW-9AW-9AW-9

AW-10AW-10AW-10AW-10AW-10AW-10AW-10

AW-11AW-11AW-11AW-11AW-11AW-11AW-11

AW-13AW-13AW-13AW-13AW-13AW-13AW-13

２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６２階　渡り廊下　　×６

1階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×11階　木工室×3、調理室×2、倉庫×1、教材室×1

2階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×12階 理科(1)×2、理科(3)×3、美術(彫)×3、(絵)×6、準備×1

1階1階1階1階1階1階1階
×4×4×4×4×4×4×4

2階2階2階2階2階2階2階
×4×4×4×4×4×4×4

×4×4×4×4×4×4×4

×4×4×4×4×4×4×4

×2×2×2×2×2×2×2
1階1階1階1階1階1階1階
×7×7×7×7×7×7×7

2階2階2階2階2階2階2階

3階3階3階3階3階3階3階
×15×15×15×15×15×15×15

×11×11×11×11×11×11×11

1階　窯場　×２1階　窯場　×２1階　窯場　×２1階　窯場　×２1階　窯場　×２1階　窯場　×２1階　窯場　×２

×1×1×1×1×1×1×1

×1×1×1×1×1×1×1

AWAWAWAWAWAWAW
14141414141414

AWAWAWAWAWAWAW
15151515151515

2階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×12階:廊下×1　3階:廊下×1 1階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×11階:昇降口×1　2階:廊下×1

×1×1×1×1×1×1×1

×12×12×12×12×12×12×12 ×2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2×2×2×2×2 ×3×3×3×3×3×3×3

1階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×11階:廊下×1　2階:廊下×1　3階:廊下×1 1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４1階:屋外便所×１、2階:男女便所×４

×5×5×5×5×5×5×5

1階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×11階:ポンプ室×１、倉庫×1

×2×2×2×2×2×2×2

×6×6×6×6×6×6×6

階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3階段室(Ｂ)　　×3

×3×3×3×3×3×3×3

FFFFFFF

2階2階2階2階2階2階2階

1階1階1階1階1階1階1階FFFFFFF

FFFFFFF

AW-6F ×3AW-6F ×3AW-6F ×3AW-6F ×3AW-6F ×3AW-6F ×3AW-6F ×3

AW-7F ×2AW-7F ×2AW-7F ×2AW-7F ×2AW-7F ×2AW-7F ×2AW-7F ×2

AW-8F ×2AW-8F ×2AW-8F ×2AW-8F ×2AW-8F ×2AW-8F ×2AW-8F ×2

AW-9F ×7AW-9F ×7AW-9F ×7AW-9F ×7AW-9F ×7AW-9F ×7AW-9F ×7
2階×42階×42階×42階×42階×42階×42階×4
3階×33階×33階×33階×33階×33階×33階×3

FFFFFFF

AW-12F ×9AW-12F ×9AW-12F ×9AW-12F ×9AW-12F ×9AW-12F ×9AW-12F ×9
1階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×31階×3、2階×3、3階×3

FFFFFFF FFFFFFF

AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1AW-13　3階:階段(A)×1
AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3AW-12　1階:階段(A)×1,廊下×3　2階:階段(A)×1,廊下×4 3階:廊下×3

FFFFFFF〇〇〇〇〇〇〇
＊＊＊＊＊＊＊ ：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム

　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す

Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)建具リスト（１）建具リスト（１）建具リスト（１）建具リスト（１）建具リスト（１）建具リスト（１）建具リスト（１） 12/1612/1612/1612/1612/1612/1612/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



扉破損のため扉破損のため扉破損のため扉破損のため扉破損のため扉破損のため扉破損のため
更新更新更新更新更新更新更新

AWDAWDAWDAWDAWDAWDAWD AWDAWDAWDAWDAWDAWDAWD AWDAWDAWDAWDAWDAWDAWD

ADADADADADADAD
１１１１１１１

ADADADADADADAD
２２２２２２２

ADADADADADADAD
３３３３３３３

ADADADADADADAD
４４４４４４４

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３

SDSDSDSDSDSDSD
１１１１１１１

１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１１階　昇降口　　×１ １階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１１階　木工室　　×１ １階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１１階　家庭科調理室　　×１

１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　プロパン庫　　×１１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２１階　屋外便所　　×２ １階　窯場　　×１１階　窯場　　×１１階　窯場　　×１１階　窯場　　×１１階　窯場　　×１１階　窯場　　×１１階　窯場　　×１ ３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２３階 階段Ａ ×１､３階 廊下 ×１　　計 ２

10,27010,27010,27010,27010,27010,27010,270

１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１１階　階段（Ａ）　　×１

FFFFFFF

FFFFFFF〇〇〇〇〇〇〇
＊＊＊＊＊＊＊ ：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム：サッシ記号”F”は飛散防止フィルム

　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す　遮熱トーメイ内貼りを記す

建具リスト（２）建具リスト（２）建具リスト（２）建具リスト（２）建具リスト（２）建具リスト（２）建具リスト（２） Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版)Ｓ＝1：100(A3版) 13/1613/1613/1613/1613/1613/1613/16
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二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50高架水槽架台　1/50

消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50消火水槽架台　1/50
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C･PLC･PLC･PLC･PLC･PLC･PLC･PL

［-150×75×6.5［-150×75×6.5［-150×75×6.5［-150×75×6.5［-150×75×6.5［-150×75×6.5［-150×75×6.5

［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6

［-100×50×6［-100×50×6［-100×50×6［-100×50×6［-100×50×6［-100×50×6［-100×50×6

L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6

AAAAAAA

BBBBBBB

DDDDDDD
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L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6
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EEEEEEE
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EEEEEEE

EEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEE
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EEEEEEE

EEEEEEE
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DDDDDDD

DDDDDDD

DDDDDDD

L-75×75×6L-75×75×6L-75×75×6L-75×75×6L-75×75×6L-75×75×6L-75×75×6

L-65×65×6L-65×65×6L-65×65×6L-65×65×6L-65×65×6L-65×65×6L-65×65×6

L－100×100×10L－100×100×10L－100×100×10L－100×100×10L－100×100×10L－100×100×10L－100×100×10

L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6L-50×50×6

φ16φ16φ16φ16φ16φ16φ16

φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3 φ13φ13φ13φ13φ13φ13φ13

φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3φ34×2.3

タラップタラップタラップタラップタラップタラップタラップ

［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6

［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6［-125×65×6

屋上水槽架台屋上水槽架台屋上水槽架台屋上水槽架台屋上水槽架台屋上水槽架台屋上水槽架台 Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版)Ｓ＝1：50(A3版) 14/1614/1614/1614/1614/1614/1614/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6 AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8 AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6 AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4 AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4 AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4 AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4AW-4

AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12 AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12 AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12AW-12 AW-16AW-16AW-16AW-16AW-16AW-16AW-16 AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6AW-6 AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8 AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8 AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8AW-8

3,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,885 3,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,885 3,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,885 3,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,885 3,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,885 3,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,885 3,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,8853,470×1,885

3,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,8853,420×1,885 3,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,885 3,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,885 3,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,370×1,8853,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,200 3,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,200 3,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,2003,470×1,200 1,700×1,2001,700×1,2001,700×1,2001,700×1,2001,700×1,2001,700×1,2001,700×1,200

製品図　1：150製品図　1：150製品図　1：150製品図　1：150製品図　1：150製品図　1：150製品図　1：150
南面立面図　1：200南面立面図　1：200南面立面図　1：200南面立面図　1：200南面立面図　1：200南面立面図　1：200南面立面図　1：200

西面立面図　1：200西面立面図　1：200西面立面図　1：200西面立面図　1：200西面立面図　1：200西面立面図　1：200西面立面図　1：200
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朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型朝日防球窓枠フェンス　ＵＮタイプ Ａ型
【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社【参考】朝日スチール工業株式会社
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製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10製品詳細図　1：10

275

1
10

以
上

1
10

以
上

1
10

以
上

1
10

以
上

1
10

以
上

1
10

以
上

1
10

以
上

85
以

上
85

以
上

85
以

上
85

以
上

85
以

上
85

以
上

85
以

上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

製
品

H寸
法

＝
2
35

+ｻ
ｯｼ

(
H)

+2
30

以
上

防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図防球窓枠フェンス図 Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版)Ｓ＝1：200、150、10(A3版) 15/1615/1615/1615/1615/1615/1615/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



2,293

14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面 １通り面１通り面１通り面１通り面１通り面１通り面１通り面 ２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面 ３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面

３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面

ＡＡＡＡＡＡＡＪＪＪＪＪＪＪ ＨＨＨＨＨＨＨIIIIIII ＥＥＥＥＥＥＥ ＤＤＤＤＤＤＤ ＣＣＣＣＣＣＣ ＢＢＢＢＢＢＢＫＫＫＫＫＫＫ ＦＦＦＦＦＦＦＧＧＧＧＧＧＧ

8,000 3,000 4,2504,2504,2504,2504,2504,2504,250

1,250 3,000

北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400北　側　立　面　図　S：1/400

３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面

15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 8,0003,000
4,00011,00011,000

ＨＨＨＨＨＨＨ ＫＫＫＫＫＫＫＪＪＪＪＪＪＪIIIIIIIＦＦＦＦＦＦＦＥＥＥＥＥＥＥＤＤＤＤＤＤＤＣＣＣＣＣＣＣＢＢＢＢＢＢＢＡＡＡＡＡＡＡ ＧＧＧＧＧＧＧ

南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400南　側　立　面　図　S：1/400

Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面 Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)Ｄ通り面(1F)
Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)Ｅ通り面(2,3F)

Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)Ｇ通り面(渡廊下)

2,000 5,500 1,500 4,250 3,000 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

9,000 54,000

0000000 1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 7777777 9999999 10101010101010 11111111111111 12121212121212 13131313131313 14141414141414 151515151515156666666

東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎

8888888

西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400西　側　立　面　図　S：1/400

EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面 Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面

Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面

Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)Ｈ通り面(渡廊下)

2,0005,5001,5004,2503,0004,2504,2504,2504,2504,2504,2504,2504,2504,2504,2504,250

9,00054,000

0000000111111122222223333333444444455555556666666777777788888889999999101010101010101111111111111112121212121212131313131313131414141414141415151515151515

東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎東棟校舎

東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400東　側　立　面　図　S：1/400

EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J
EX
P.

J

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

4
,5

50

1
1,

65
0

4,
50

0

7
,6

50

5
,0

50 棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場

3,600 3,600

3
,6

00

3
,6

00

通路通路通路通路通路通路通路 通路通路通路通路通路通路通路

1
,8

00

1
,8

00

1,
80

0

7,
60

0

5,370
4,

95
0

9
,0

50

4
,
50

0

9
,0

50

仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）
仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3

仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）仮設ヤード(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800）
仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3仮設事務所・倉庫・仮設トイレ・産廃コンテナ4.0ｍ3

4,
05

0

3,600

2
,7

00

通路通路通路通路通路通路通路

1
,8

00

2,
70

0

1,800
通路通路通路通路通路通路通路

1,
80

0

4,
0
50

1,
80

0

12,500

17,000

9
,1

00 12
,6

00

通路通路通路通路通路通路通路 通路通路通路通路通路通路通路

1
0,

40
0

1
1,

65
0

4,
50

0
7
,
60

0 4
,0

50

2,
70

0

2,700 1,800

1
,8

00

1
,8

00

1,
80

0

1,
80

0

9,
10

0

1
2,

60
0

5
,0

00

1
0,

40
0

1
0,

40
0

1
0,

40
0

1
0,

40
0

1
0,

40
0

1
0,

40
0

1
0,

40
0

4
,0

50

4
,0

50

4
,0

50

4
,0

50

2,700

2
,7

0
0

通路通路通路通路通路通路通路

1,
80

0

1,
80

0

1,
80

0

1
2,

60
0

5
,0

00

9
,1

0
0

2,700

渡廊下渡廊下渡廊下渡廊下渡廊下渡廊下渡廊下

2,700

2,
70

0

渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100渡　廊　下　部　足　場　要　領　1/100

2
,2

90 渡廊下
渡廊下
渡廊下
渡廊下
渡廊下
渡廊下
渡廊下

棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場

侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800

飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生

侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800侵入防止金網養生 H=1800

飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生

枠組み足場枠組み足場枠組み足場枠組み足場枠組み足場枠組み足場枠組み足場

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

通
路

棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場棚足場

棚足場
棚足場
棚足場
棚足場
棚足場
棚足場
棚足場

通路通路通路通路通路通路通路

外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場

金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する金網養生は、建物側に隙間の無いように延長する
金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う金網養生の出隅等はコーナークッション等にて養生を行う

通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う通路部分天井、棚足場底面は、落下物に対する十分な養生を行う
外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する外部面には、飛散防止としてメッシュシートにて養生する

外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う外部足場・屋上足場の最下部は侵入防止として金網枠養生を行う
先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする先行手摺式枠組み型足場を基本とする

１通り面１通り面１通り面１通り面１通り面１通り面１通り面

２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面14通り面

３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面

２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面２通り面

６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面

３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面３通り面

６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面６通り面 15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面15通り面

Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面

Ｅ通り面Ｅ通り面Ｅ通り面Ｅ通り面Ｅ通り面Ｅ通り面Ｅ通り面

Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面Ａ通り面 Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面

Ｄ通り面Ｄ通り面Ｄ通り面Ｄ通り面Ｄ通り面Ｄ通り面Ｄ通り面

Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面Ｋ通り面 Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面Ｊ通り面

Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面Ｇ通り面

Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面Ｈ通り面

仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図 Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版)Ｓ＝1：400(A3版) 16/1616/1616/1616/1616/1616/1616/16
令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月令和８年３月

二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事



2 

 

・ 本工事は、本現場説明書、発注図面、質問回答書、特記仕様書、工事内訳書

（金額抜き）、公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省）に基づいて行う

ものとする。 

 

・ 外邪足場の架設は、原則として７月18日（夏休み開始日）から着手し、外壁

補修工事等の騒音、粉塵、臭気が発生する作業は、可能な限り８月31日(夏

休み終了日)までに完了するように努めること。ただし、９月以降の休校日

（土、日曜、祝祭日）や放課後等で、授業に支障を来たさない日時帯であれ

ばこの限りでない。 

 

・ 夏休み期間中であっても一邪では執務は行われ学校関係者の居ながら工事と

なり、また、夏休み期間終了後も生徒その他の安全を図って工事を逭めるこ

と。 

 

・ 工事施工は請負業者が責任をもって行い、担当監督員、施設管理者と情報交 

換を十分に行って工事を逭めること。 

 

・ 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画および各工事の詳細をまとめた施

工計画書を作成し、担当監督員に提出し承諾を得ること。 

 

・ 現場責任者は施工中、腕章をつけること。 

 

・ 工事開始前または各作業工程前に、担当監督員・施設管理者と十分協議した

うえで、仮設足場・仮囲いの設置、材料荷揚げ、撤去物の荷降ろし、搬出入、

日頃の作業工程について安全対策を取り、十分注意し、工事期間中を通して、

転落、飛来、落下等の事故の無いよう対処すること。 

 

・ 特に搬出入等の当施設・工事現場の出入りの場合に交通誘導員を遚切に郤置 

し、施設管理者、施設利用者、歩行者等の安全を図ること。 

 

・ 工事中は、施設利用者、施設管理者、町民その他の利用者が当施設を利用し

ているので、安全対策に努め、施設利用を妨げてはならない。 

 

・ 設計図書の定め又は担当監督員の指示以外にも安全上必要な仮設は責任を

もって設置、施工しなければならない。 

 

・ 設計図書に遚合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、

品質、工程、安全等の施工管理を行うこと。 

 

・ 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び担当監督員・施設管理者
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の指示を受けた内容を周知徹底すること。 

 

・ 施工者は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、労働安全衛生法（昭和

47 年法律第 57 号）、その他関係法令等に定めるところに基づいて、常に工

事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努め

ること。 

 

・ 気象予報及び警報・注意報等について、常に注意を払い、災害の予防に努め

ること。 

 

・ 敷地内での火気の使用・喫煙は原則として、禁止とする。火気の使用や溶接

作業等を行う場合は、火気の取り扱いに十分注意するとともに、遚切な消火

設備、防炎シート等を設けるなど、担当監督員の承諾を得て火災の防止措置

を講ずること。 

 

・ 工事の施工にあたっては、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既

設構造物、既設郤管等（以下「構造物」という。）及び第三者に損害を与え

ないように注意し、必要な保安対策を講じなければならない。難い場合は、

担当監督員と協議する。万一、構造物及び第三者に損害を与えた場合には速

やかに担当監督員に報告するとともに施工者の責任において賠償等を行わ

なければならないこと。 

 

・ 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次

災害の防止に努め、担当監督員・施設管理者、関係官公署に速やかに報告す

ること。 

 

・ 建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）、その

他関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、騒音、

振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境

の保全に努めること。 

 

・ 使用する材料は、環境負荷を低減できる材料を遥定するよう努めること。難

い場合は、担当監督員と協議すること。 

 

・ 搬入された材料は、種別ごとに担当監督員の検査を受けること。ただし、あ

らかじめ担当監督員から承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 

・ 搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管すること。 

 

・ 施工内容により、担当監督員の現場立会いを受けること。施工内容は担当監
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督員より指示を受けること。 

 

・ 工事写真の撮影は、営繕工事写真撮影要領（国土交通省）に基づいて行うこ

と。 

 

・ 工事着手前から竣工日まで、工事看板を施設敷地が面する遈路（路線）に面

して、遈路（路線）ごとに 1 ヶ所ずつ掲示が原則であるが、担当監督員の指

示に従うこと。 

看板は A2 版程度の大きさとし、表題を「工事のお知らせ」と明記し、工事

の簡単な内容、工事件名、工事期間、施工者（社名・電話番号・責任者名）、

発注者（担当邪課班名・電話番号・担当監督員名）を記載すること。 

 

・ 施工者は作業現場、作業用地内の整理、整頓に留意すること。また、工事の

完成に際しては、後片付け及び清掃を行うこと。 

 

・ 現場事務所や資材等の置場、及び作業員用トイレについては、校舎内の教室

やトイレは使用せず、別途外邪に設置場所、置場面積、施工計画等を担当監

督員・施設管理者に協議の上、担当監督員に提出して承諾を得てから使用す

ること。 

 

・ 工事車両の駐車においては、敷地内に確保できるものとするが、上記同様に

承諾を得てから使用すること。 

 

・ 施工等に必要な水・電気は施設のものを使用できるが、担当監督員と協議し

了解を得てから使用すること。ただし、施設の遀営に支障をきたしてはなら

ない。 

 

・ 外壁の塗色については、町の政策や条例、周辺の地域環境、既存棟の塗色を

考慮し、学校や関係邪署の意向等を踏まえて、当校に相応しい色彩計画を行

うこととし、工事着手前までにＣＧ等により複数立案すること。 

 

・ 既存外壁塗膜や下地調整材及びシーリング等の石綿含有調査を行い、含有が

認められた場合は環境郤慮工事として関係法令を遢守し、各種ガイドライン

等に基づいて遚正に施工すること。 

 

・ 外壁補修にあたっては、足場架設後に目視や打診による劣化状況の確認を行

い、剝落防止等の対策として必要な補修箇所と遚正な補修工法を計画するこ

と。 

 

・ 外壁塗装にあたっては、既存塗膜の劣化状況の確認を行い、塗替え性能が十
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分に期待できるよう遚正な塗材や工法の遥択と、その塗装工程を計画するこ

と。 

 

・ 石綿含有の有無で環境郤慮工事に変更が生じる場合や、外壁補修数量は出来

形に応じて変動するため、その実施結果を報告して協議により変更契約の対

象とする。 

 

・ 令和４年度に屋上防水工事を実施し保証期間１０年間の範囲内であること

から、施工にあたっては損傷等を与えないよう周囲の養生や清掃に十分留意

すること。 

 

・ その他、この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて担当監

督員と請負者が協議の上、定めるものとする。 

 

7．竣工書類等の提出 

・ 竣工書類は、担当監督員の指示のもとに作成し、逼くとも完成検査日の数日

前には担当監督員に提出するものとする（別添「現場説明書別紙建築工事提

出書類一覧」参照）。 

 

・ 外壁目地防水、及び庇等塗膜防水工事については保証期間５年間の防水保証

書を提出すること。 

 

・ 本工事は、国の補助金である「学校施設環境改善交付金」の対象工事である

こから補助金手続きに必要な資料及び図面作成に協力すること。 

 

8．その他 

・ 本件は、議会承認工事となるため、仮契約日（入札終了日、もしくは「学校

施設環境改善交付金」内定日のいずれか逼い日）から議会承認が完了するま

では仮契約となるが、仮契約後速やかに、仮契約時点で想定している施工体

制図及び工程表を提出すること。 

 

・ 本説明書に定めのない事項については担当監督員と協議のうえ決定するこ

と。 

 

9．担当監督員 

   二宮町教育委員会 教育総務課 学校施設班  

電話（直通）0463-75-9261 



※町監佾員何Ý書疕ã甮否àÙ¹Û櫄檂�行»ÈÝ 
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提出書疕一畎（完成図書）  

 書疕名 備考 

□ ①施工体橉台帳�下請編成表 下請Æ�注文書�ピ�添付（1 次下請óÜ） 

□ ②建設櫤退職櫾櫂済関樲書疕 
工事請負櫾額Á 500万円以上ã場合 

建設櫤退職櫂済関樲提出書（様式１号） 

□ ③材當検査申請書 町指定様式 ※検査確便印ã·�÷ã 

□ ④承諾図 承諾印ã·�÷ã 

□ ⑤品質管畔à関Î�書疕  

□ ⑥使用材當製品�*ロ� �*ロ�侜使用物マ��ン��付箋紙何明示 

□ ⑦施工橑画書 工種別施工橑画書 ※樺約侶Àþ 3週間以侜à提出 

□ ⑧各公的検査結果 使用材當ã公的試験機関ã成績書ã写Ì何（環櫉測定何） 

□ ⑨諸官庁提出書疕 併疼使用檴可証�浄化槽ã設置à関Î�÷ã何 

□ ⑩工事保証書 
提出侶ä完異侶�保証期間ã橭算侶ä完成検査à合格ÌÔ侶�

宛名ä侭檚町長ÝÎ� 

□ ⑪出荷証明書 宛名ä請負櫤者名ÝÎ� 

□ ⑫保険何 
火災保険�建築工事保険何ã証券ã写Ì 

（保証侜容ã�À�÷ã） 

□ ⑬各種橑画表 色彩橑画何�該佒ã·�場合 

□ 
⑭残伶�建設副産物処畔�建設リ ��ル 

資材畏用報告書関樲 
証明�受ÆÔ報告書�提出 

□ ⑮産櫤俩棄物処畔証明書（マニフ�$3管畔表） 
完成図書提出時à�集橑表檘èA�E票原本�提出Î�（原本ä

検査後à返檏） 

□ ⑯各種数疁表 
使用材當一畎表（橑画搬侸数疁Ý実施数疁ã一畎）�外壁補修

集橑�出甿高数疁調書何 

□ ⑰各種図面 施工図�竣工図�製品完成図何 

□ ⑱工事侶報  

□ ⑲工程表 橑画工程表�実施工程表�週間工程表 

□ ⑳検査報告書 社侜検査報告書�下検査報告書�本検査報告書 

□ ㉑檂事痒 
定疘会檂檂事痒�工事何打合Ð簿何 

※工事何打合Ð簿ä町指定様式 

□ ㉒工事写真  

□ ㉓交通誘佭員関樲 出櫬集橑表�伝票 

□ ㉔Òã他監佾員Á指示ÌÔ÷ã 物品ã俔侸伝票�取ÿ扱¹説明書�機器ã保証書何 

 

現場説明書別紙 



１．入札件名 二宮町立二宮中学校特別棟外壁等大規模改修工事

２．入札期日 令和８年４月２７日（月）

３．入札方法 一般競争入札

４．予定価格 ¥71,240,000

５．落札額 ¥67,000,000

６.   履行場所

No 第1回 第2回
1 67,000,000 落札 山一産業（株）
2 67,388,000 （株）Re.
3 67,800,000 増田工業（株）
4 69,880,000 （有）ウノメ
5 71,460,000 （株）TSUNODA
6 71,506,500 （株）ビシュウ
7 73,140,000 （株）日本ビオトープ
8 80,830,000 （株）さがみ塗装工業
9 87,000,000 （株）三基工材

10 99,800,000 （株）明和美装
11 - 入札書不着 （株）田中組
12 - 辞退 （株）甲斐組

入札結果概要

（税込：￥73,700,000）

（税込：￥78,364,000）

摘要 事業者名

電子入札（一般）

入札高


